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厚生労働省労働基準局監督課長

都道府県労働局長 殿 ′

学校教育法改正に伴 う ｢労働基準法施行規則第 24条の2の2第2項第6号

の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する

告示の適用について｣の取り扱いについて

学校教育法 (昭和22年法律第26号)の一部改正法が､平成19年4月1日より施行され､

大学に置かなければならない職として､同法第58条において助教授に代えて ｢准教授｣

を設け､また､｢助教｣を新設することとされ､各職務内容について規定されたところ

であるが､新設された ｢助教｣等の労働実態が明らかになるまでの間､平成 15年 10月 22

日付け基発第 1022004号 ｢労働基準法施行規則第 24条の2の2第2項第6号の規定に

基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示の適用につい

て｣(以下 ｢局長通達｣)の運用に当たっては､以下によることとするので､遺漏なきを

期されたい｡

記

1 准教授について

准教授は､局長通達記の2の ｢助教授｣に該当するものと考えられるので､労働基準

法施行規則第24条の2の2第2項第 6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務

を定める告示の一部を改正する告示第7号 ｢学校教育法 (昭和 22年法律第26号)に

規定する大学における教授研究の業務 (主として研究に従事するものに限る｡)｣として

専門業務型裁量労働制の対象業務として取り扱うこと｡

2 助教について

助教は､専ら人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事すると判断できる場合

は､労働基準法施行規則第 24条の2の2第 2項第1号の業務のうち ｢人文科学又は自



然科学に関する研究の業務｣として専門業務型裁量労働制の対象業務と取り扱うこと｡

なお､この場合において ｢助教｣は､教授の業務を行うことができることになってい

ることから､その時問が､一週の所定労働時間又は法定労働時間のうち短いものの一割

程度以下であり､他の時間においては人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事

する場合には､専ら人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事するものとして取

り扱って差し支えないものとすること｡


